
●年度　国民健康保険税　納税通知書

341‐0003 ●年●月●日

埼玉県三郷市彦成●丁目●番●－●●●

　　埼玉県三郷市長　　木　津　雅　晟

三郷　太郎　様

＜お問い合わせ先＞

〒341－8501

埼玉県三郷市花和田648番地1

国保年金課　保険税係

電話　048-930-7703（直通）
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加入月欄の「＊」は国保加入者、「G」は擬制世帯主を表しています。

賦課限度額は、「医療分は67万円、支援金分は26万円、介護分は17万円、子ども分は3万円」です。

限度超過世帯の被保険者人数に異動（増減）や総所得の変更があっても年間保険税に変更がない場合があります。

被保険者氏名欄に「その他被保険者」と印字がある場合、印字されていない被保険者分が合算されます。

金融機関名 ●●銀行　●●支店 納税義務者 三郷　太郎

口 座 種 別 普通 振替区分 口座番号 ＊＊＊＊●●● 生 年 月 日 ●●年●月●日 性別 ●

名　義　人 ミサト　タロウ
住　　　所 埼玉県三郷市彦成●丁目●番●－●●●

納組コード

●●●●●●

医　　療　　分 支　援　金　分 介　　護　　分 子　ど　も　分

納組名称

●年度　国民健康保険税の算定明細 被保険者番号 ●●●●●● 通知書番号

特別徴収の欄に金額の記載がある月は、年金からの天引きになります。普通徴収の欄に記載がある期別は、口座振替による納付又は、納付書での納付をお願いします。

税額（円）

所得割 870,000円 ×8.20％ 71,340 870,000円 ×2.80％ 24,360 0円 ×2.40％

税額（円） 課税標準額 税率 税額（円） 課税標準額 税率区　分 課税標準額 税率 税額（円） 課税標準額 税率

0 870,000円 ×0.29％ 2,523

資産割 円 ×　　％ 円 ×　　％ 円 ×　　％ 円 ×　　％

均等割 2人 41,600円 83,200 2人 14,100円 28,200 0人 15,600円

軽減額

軽減区分 2割 軽減区分 2割 軽減区分

合計（Ａ）

0 870,000円 1,914円 3,828

平等割額

軽減区分 2割

所得割額 0 所得割額 0 所得割額 0 所得割額 0

均等割額 16,640 均等割額 5,640 均等割額 0 均等割額 768

平等割額 0

軽減額計（Ｂ） 16,640 軽減額計（Ｂ） 5,640 軽減額計（Ｂ） 0 軽減額計（Ｂ） 768

平等割額 平等割額 平等割額

限度超過額（C） 0 0 0 0

増減調整額（D） 0 0 0 0

条例減免額（E）

減免額（F）

特別徴収対象年金 老齢基礎年金

特別徴収対象年金額 ●●●●●●●円

国民健康保険税個人明細書 通知書番号 ●●●●●●

④
　　　　　　　　5,500

徴　収　方　法 特別徴収 年　税　額
（①＋②＋③＋④）                               190,300特別徴収義務者 厚生労働大臣

年税額
　（A-B-C+D-E-F）

①
　　　　　　　137,900

②
　　　　　　　　46,900

③
　
0

被保険者氏名
有資格者月数（上段：医療・支援金・子ども、下段：介護） 未申告

該当 所得割 個人別概算賦課額

普
　
通
　
徴
　
収

三郷　太郎

71,340
24,360

0
2,523

104,620
35,640

0
4,053

第2期 31,700円 ●年●月●日

第3期 31,700円 ●年●月●日

期別 納付額 納期限

第1期 31,800円 ●年●月●日

●年●月●日

第5期 0円 ●年●月●日

第6期 0円

三郷　花子

0
0
0
0

33,280
11,280

0
1,530

第4期 0円

●年●月●日

第7期 0円 ●年●月●日

第8期 0円 ●年●月●日

円

円

円

円

31,700円

特
　
別
　
徴
　
収

月別 徴収額

4月 0円 （来年度の仮徴収のご
案内）
来年度の4月、6月、8
月は、特別徴収仮徴収
額として、2月の特別
徴収額と同額が天引き
されます。

6,351154,540 052,560

12月 31,700円

2月 31,700円

6月 0円

8月 0円

10月

印

① ②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑮

【子ども分】につい
ては令和7年度以前
分は課税されません。



様式第4号（第2条関係）

341‐0003
埼玉県三郷市彦成●丁目●番●－●●●

三郷　太郎　様 国民健康保険税を下記のとおり
決定（更正）いたしましたので通知します。

●年●月●日

三郷市長　　木　津　雅　晟

※課税明細は次項のとおり。
（単位：円）

（単位：円）

更正前 更正後 増減
決定

保険税額 0円 190,300円 190,300円

1/2
通知書番号 ●●●●●●

被保険者番号 ●●●●●●

●年度　　国民健康保険税　決定（更正）通知書

普 通 徴 収  　期 別 納 付 額 金融機関名
期別 納期限 更正前 更正後 納付済額 今回納付額 ●●銀行●●支店

口座種別
第2期 ●年●月●日 0 31,700 0 31,700 普通預金
第1期 ●年●月●日 0 31,800 0 31,800

振替区分
第4期 ●年●月●日 0 0 0 0 期別振替
第3期 ●年●月●日 0 31,700 0 31,700

口座番号
第6期 ●年●月●日 0 0 0 0 ＊＊＊＊●●●
第5期 ●年●月●日 0 0 0 0

普徴合計 0 95,200 0 95,200

口座名義人
第8期 ●年●月●日 0 0 0 0 ＊＊＊＊＊＊
第7期 ●年●月●日 0 0 0 0

納組コード

納組名称

特 別 徴 収  　期 別 納 付 額 保険税納付方法等
期別 納期限 更正前 更正後 納付済額 今回納付額 徴収方法 特別徴収

納付義務者 三郷　太郎
6月 ●年●月●日 0 0 ********** **********
4月 ●年●月●日 0 0 ********** **********

生年月日 ●年●月●日
10月 ●年●月●日 0 31,700 ********** ********** 性別 男
8月 ●年●月●日 0 0 ********** **********

0 31,700 ********** **********

（来年度の仮徴収のご案内）
来年度の4月、6月、8月は、特別徴収仮徴収額として、上記2月の特別徴収額と同額が天引きされます。 特別徴収

義務者

12月 ●年●月●日 0 31,700 ********** **********

※下記口座から振替させていただきます。

※下記年金から天引きさせていただきます。

●年●月●日 ●年●月●日 社保離脱 三郷　太郎 特別徴収
対象年金額

1,300,000円
●年●月●日 ●年●月●日 社保離脱 三郷　花子

厚生労働大臣

更正事由 特別徴収
対象年金

老齢基礎年金
異動年月日 届出年月日 理由 氏名

住所 埼玉県三郷市彦成
●丁目●番●－●
●●

2月 ●年●月●日

印

⑯ ⑰

⑱ ⑲ ⑳ ①

㉑
㉒

⑨

㉓



（単位：円）

決定保険税額（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）+（Ｄ） 0 190,300 190,300

減免額 0 0 0
（Ｄ）子ども分保険税額 0 5,500 5,500

子
　
ど
　
も
　
分

所得割額
基礎額 0 870,000 870,000

×　　　　　0.29％ 0 2,523 2,523

増減調整額 0 0 0
条例減免額 0 0 0

限度超過額 0 0 0
年間保険税 0 5,583 5,583

0 768 768
平等割額

政令軽減額

判定 2割 2割
所得割額 0 0 0
均等割額

平等割額
算出額 0 6,351 6,351

均等割額
被保数 0人 2人 2人

×　　　　 1,914円 0 3,828 3,828

資産割額
基礎額

×　　　　　　　％

減免額 0 0 0
（Ｃ）介護分保険税額 0 0 0

年間保険税 0 0 0
増減調整額 0 0 0

限度超過額 0 0 0

0 0 0
均等割額 0 0 0

算出額 0 0 0

政令軽減額

判定
所得割額

平等割額

均等割額
被保数 0人 0人 0人

×　　　  15,600円 0

（Ｂ）支援金分保険税額 0 46,900 46,900

介
　
護
　
分

所得割額
基礎額 0 0 0

×　　　　　2.40％ 0 0 0

資産割額
基礎額

×　　　　　　　％

0 0
平等割額

条例減免額
減免額 0 0 0

年間保険税 0 46,920 46,920
増減調整額 0 0 0

限度超過額 0

0 0 0
均等割額 0 5,640 5,640

算出額 0 52,560 52,560

政令軽減額

判定 2割 2割
所得割額

平等割額

均等割額
被保数 0人 2人 2人

×　　　　14,100円 0

（Ａ）医療分保険税額 0 137,900 137,900

支
　
援
　
金
　
分

所得割額
基礎額 0 870,000 870,000

×　　　　　2.80％ 0 24,360 24,360

資産割額
基礎額

×　　　　　　　％

28,200 28,200
平等割額

条例減免額
減免額 0 0 0

年間保険税 0 137,900 137,900
増減調整額 0 0 0

限度超過額 0 0 0

0
均等割額 0 16,640 16,640

政令軽減額

判定 2割 2割
所得割額

平等割額

均等割額
被保数 0人 2人 2人

×　　　　41,600円

算出額 0 154,540 154,540
医
　
療
　
分

所得割額
基礎額 0 870,000 870,000

×　　　　  8.20％ 0 71,340 71,340

資産割額
基礎額

0 83,200 83,200
平等割額

×　　　　　　　％

2/2
通知書番号 ●●●●●●
被保険者番号 ●●●●●●

国民健康保険税決定の明細
賦課明細 更正前 更正後 増減

③
④

⑤
⑥
⑦

⑧

【子ども分】につい
ては令和7年度以前
分は課税されません。


